
板橋区重症心身障がい・医療的ケア児等会議について

【 設置目的】

重症心身障がい・医療的ケア児等に対する支援に関し、地域の課題や対応策について、継続的に情報共有や意見交換を行

うための協議の場を設けることで、必要な支援と成長過程を繋ぐ連携体制をとる。

板橋区重症心身障がい・医療的ケア児等会議

【 委員構成】

・区関係部署（障がい者福祉課、保育サービス課、健康推進課等）

・医師

・親の会

・特別支援学校 等

【開催回数】年３回程度

板橋区地域自立支援協議会

協議会（本会）

○相談支援事業の中立・公正な実施、関係機関の連携強化を

図るため、板橋区における障害福祉に関する仕組みづくりの

中核的な役割を果たす。

○15名の委員によって年３回程度開催
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各部会での検討内容の報告。全体会への協議事項の提案。

他関係部署

課題抽出・協議検討

令和2年8月31日（月）
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令和2年度第1回障がい児部会


